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平成 年 月 日（金）

号外第 号

14 12 27

182

毎週火 金曜日発行･

◇ 鳥取県産業廃棄物処分場税条例 施行期日 定 規則（ ）（税務課）……………………

◇ 職員 任免発令規程 一部 改正 訓令（ ）（職員課）………………………………………

鳥取県産業廃棄物処分場税条例 施行期日 定 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県産業廃棄物処分場税条例 施行期日 定 規則

鳥取県産業廃棄物処分場税条例（平成 年鳥取県条例第 号） 施行期日 、平成 年 月 日 。

職員 任免発令規程 一部 改正 訓令 次 定 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

職員 任免発令規程 一部 改正 訓令

職員 任免発令規程（昭和 年鳥取県訓令第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当該改正後部分 加 。

規 則

訓 令

鳥取県規則第 号

鳥取県訓令第 号

の を める

の の を する

の を める をここに する

の を める

の は とする

の の を する を のように める

の の を する

の の を のように する

の の の が かれた という に する の の

が かれた という が する には を に め

に する が しない には を える

106

12

14 12 27

14 55 15

14 12 27

39

１

１

４ １

１

106

12

目 次

規 則

訓 令



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号14 12 27 1822

改 正 後 改 正 前

別表（第 条関係）

職員 任免 発令 形式

第 一般職 職員（臨時的任用職

員 除 。） 場合

採用（現 職員 者 職

員 職（以下「職」 。）

任用 場合。 、地方

公務員法第 条 第 項、第

条 第 項又 第 条

第 項若 第 項 規定

採用 場合 除 。）

（ ）

鳥取県…… 任命

（公益法人等 一般職 地方

公務員 派遣等 関 法律第

条第 項 規定 ）

……職……級 決定

……号給 給

……勤務 命

（ ）

…… 命

任期 …年…月…日

～ 略

任期更新

再任用 任期 …年…月…日

更新

任期付研究員 任期 …年…月

…日 更新

任期付職員 任期 …年…月…

日 更新

（ ） 事務吏員及 技術吏員 別

。

○公益法人等 一般職 地方公務員

派遣等 関 法律（平成 年法

律第 号）第 条第 項 規定

採用 場合 限 。

○任期付研究員 採用等 関 条例

（平成 年鳥取県条例第 号）第

条 規定 採用 職員（以

下「任期付研究員」 。）及

任期付職員 採用等 関 条例

（平成 年鳥取県条例第 号）第

条第 項 規定 採用 職

員（以下「特定任期付職員」 。）

採用 場合 除 。

○枠外 場合 「特 ……円 給

」 。

○所属部課所 長 採用 場合 除

。

（ ） 職名 。

○任期付研究員、地方公務員 育児休

業等 関 法律（平成 年法律第

号）第 条第 項 規定

採用 職員（同項第 号 掲

採用 係 限 。以下「任

期付職員」 。）、特定任期付職

員又 任期付職員 採用等 関

条例第 条第 項 規定 採用

職員（以下「一般任期付職員」

。） 採用 場合 限 。

○地方公務員法第 条 第 項 規

定又 同法第 条 第 項（同法

第 条 第 項 準用

場合 含 。） 規定 再任用

任期 更新 場合 限 。

○地方公共団体 一般職 任期付研究

員 採用等 関 法律（平成 年

法律第 号）第 条第 項 規定

任期付研究員 任期 更新

場合 限 。

○地方公務員 育児休業等 関 法

律第 条第 項 規定 任期付

別表（第 条関係）

職員 任免 発令 形式

第 一般職 職員（臨時的任用職

員 除 。） 場合

採用（現 職員 者 職

員 職（以下「職」 。）

任用 場合。 、地方

公務員法第 条 第 項、第

条 第 項又 第 条

第 項若 第 項 規定

採用 場合 除 。）

（ ）

鳥取県…… 任命

（公益法人等 一般職 地方

公務員 派遣等 関 法律第

条第 項 規定 ）

……職……級 決定

……号給 給

……勤務 命

（ ）

…… 命

任期 …年…月…日

～ 略

任期更新

再任用 任期 …年…月…日

更新

任期付研究員 任期 …年…月

…日 更新

任期付職員 任期 …年…月…

日 更新

（ ） 事務吏員及 技術吏員 別

。

○公益法人等 一般職 地方公務員

派遣等 関 法律（平成 年法

律第 号）第 条第 項 規定

採用 場合 限 。

○任期付研究員 採用等 関 条例

（平成 年鳥取県条例第 号）第

条 規定 採用 職員（以

下「任期付研究員」 。） 採

用 場合 除 。

○枠外 場合 「特 ……円 給

」 。

○所属部課所 長 採用 場合 除

。

（ ） 職名 。

○任期付研究員又 地方公務員 育児

休業等 関 法律（平成 年法律

第 号）第 条第 項 規定

採用 職員（同項第 号 掲

採用 係 限 。以下

「任期付職員」 。） 採用

場合 限 。

○地方公務員法第 条 第 項 規

定又 同法第 条 第 項（同法

第 条 第 項 準用

場合 含 。） 規定 再任用

任期 更新 場合 限 。

○地方公共団体 一般職 任期付研究

員 採用等 関 法律（平成 年

法律第 号）第 条第 項 規定

任期付研究員 任期 更新

場合 限 。

○地方公務員 育児休業等 関 法

律第 条第 項 規定 任期付
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特定任期付職員 任期 …年…

月…日 更新

一般任期付職員 任期 …年…

月…日 更新

任期満了退職

再任用 任期 満了 退職

任期付研究員 任期 満了

退職

任期付職員 任期 満了

退職

特定任期付職員 任期 満了

退職

一般任期付職員 任期 満了

退職

～ 略

第 ～第 略

職員 任期 更新 場合 限 。

○地方公共団体 一般職 任期付職員

採用 関 法律（平成 年法律

第 号）第 条第 項 規定

特定任期付職員 任期 更新 場

合 限 。

○地方公共団体 一般職 任期付職員

採用 関 法律第 条第 項

規定 一般任期付職員 任期

更新 場合 限 。

○再任用職員 任期 満了 退職

場合 限 。

○任期付研究員 任期 満了 退

職 場合 限 。

○任期付職員 任期 満了 退職

場合 限 。

○特定任期付職員 任期 満了

退職 場合 限 。

○一般任期付職員 任期 満了

退職 場合 限 。

任期満了退職

再任用 任期 満了 退職

任期付研究員 任期 満了

退職

任期付職員 任期 満了

退職

～ 略

第 ～第 略

職員 任期 更新 場合 限 。

○再任用職員 任期 満了 退職

場合 限 。

○任期付研究員 任期 満了 退

職 場合 限 。

○任期付職員 任期 満了 退職

場合 限 。
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附 則

訓令 、平成 年 月 日 施行 。この は から する15 １ １



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号14 12 27 1824

発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目 鳥 取 県 【定価 部 月 円（送料 含 ）】220 2,200１ １か を む｡

古紙配合率 ％再生紙 使用100 を しています

(URL:http://www.pref.tottori.jp)


